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○新型コロナウイルス感染症について
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陽性者数 235名（前週:243名）

週平均陽性者数 200名（前週:246名）

入院患者数 43名（前週:54名）

重症患者数 ０名（前週:０名）

県内の新規陽性者数・入院患者数の推移（1/1～6/12）
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保健所別の新規陽性者数（直近２か月比較、陽性者所在地・公表日ベース）

3,278

3,017

2,919

1,5521,972

2,378
2,037

1,663

2,115

4/14～5/13（30日間）

新規陽性者数:20,931名（県外居住者除く）

5/14～6/12（30日間）

新規陽性者数:10,564名（県外居住者除く）

2,203

1,409
980

951

1,335

748

1,214

886

838

-6-



感染状況悪化に対応するため、職員の過重勤務を抑えつつ、保健所機能を維持・強化する
必要がある。

・応援体制に必要な人員の確保
・負担が大きかった業務の軽減

課題

負担軽減の内容
１ 人的支援

第５波での取組みを強化し対応（第７波を見据えた更なる外部委託の活用）
⇒191名:第６波の派遣のピーク（2/10）

【内訳】県職員:137名
退職した保健師等の配置:16名
人材派遣会社を通した看護師派遣:12名
市町村への保健師等の応援要請:16名
薬剤師会からの薬剤師の応援:10名

２ 保健所業務の負担軽減
①音声自動システムの導入（電話オペレーターの配置）
②本庁に自宅療養者の夜間緊急電話相談及び受診調整業務の集約
③就業制限通知・就業制限解除通知の廃止、「療養証明書」発行業務のオンライン化
④自宅療養者支援事業（食料支援）の受付業務の集約

保健所機能の維持・強化
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ワクチン接種状況（2022.6.9現在）
全人口 ３回目

約291万人 1,855,980
（63.8％）

予防接種法 政省令等の改正内容（令和４年５月25日施行）

１回目 ２回目

2,470,476
（85.0％）

2,432,777
（83.7％）

参考:初回接種の状況

（１） ３回目接種の接種間隔を１か月短縮（ファイザー社・武田/モデルナ社ワクチン）
・２回目接種から「６か月以上」を「５か月以上」に短縮

（２） ４回目接種の実施
◇ 目 的 重症化予防
◇ 対象者 ３回目接種から５か月以上が経過した

①60歳以上の方
②18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する方 その他 重症化リスクが高いと医師が認める方

◇ ワクチンの種類 １～３回目に接種したワクチンに関わらず、ファイザー社または
武田/モデルナ社のワクチンを使用

（３） 武田社ワクチン（ノババックス）の追加
◇ 特 徴 ファイザー社・武田/モデルナ社のワクチンにアレルギーがある方も接種が可能
◇ 対象者 18歳以上の方のうち、１・２回目接種の方または３回目接種の方
◇ 接種間隔等 ２回目:１回目から３週間以上、３回目:２回目接種から６か月以上・交互接種可

新型コロナワクチン接種
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２ 武田社ワクチン（ノババックス）の接種実施
◇ 大規模接種会場において、6月・7月に８日間、3,800回分の接種枠を用意
◇ 6月4日に水戸、牛久、つくばの3会場において先行して接種を開始

・初回接種（1・2回目） 接種枠:各会場50名（合計150名） 接種実績:137名
・追加接種（3回目のみ） 接種枠:各会場50名（合計150名） 接種実績:139名

◇ 6月22日から、全５会場において接種を実施
※各会場、初回接種（１・2回目）、初回接種（2回目のみ 交互接種）、追加接種（3回目のみ）

の3パターンを実施していく

会 場 県庁福利厚生棟
（水戸）

牛久運動公園武道館
（牛久）

産業技術総合研究所
（つくば）

古河市生涯学習ｾﾝﾀー 総和
（古河）

鹿島ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ
（神栖）

接種者数
（１日あたり）

約1,000人 約1,000人 約1,000人 約750人 約750人

※各会場３回目接種と４回目接種を合わせた接種者数

接種時間 週３日（水・金・土） １０:００～２０:００

使用ワクチン 武田／モデルナ社製

＜追加接種の体制＞

１ 追加接種（３回目・４回目）の実施
◇ 本年2月に開設した大規模接種会場では、市町村の新型コロナワクチンの

追加接種（３回目及び4回目接種）を補完し、より多くの県民が速やかに接種を
受けられるよう支援

◇ 4回目接種については、全５会場において６月１日から接種を開始

大規模接種会場における追加接種等の実施
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犬の殺処分ゼロの維持について 

１ 本県の現状 

県動物指導センターでは、動物愛護の普及啓発や犬猫の保護、引取り、収容後の返還

や譲渡に努めている。 

本県（水戸市を含む。）では、令和元年度には、譲渡適性があると判断した犬猫（下表

②）の殺処分頭数ゼロを達成し、さらに、令和３年度には、犬の「譲渡することが適切

でない」区分（下表①）についても処分頭数ゼロを達成した。 
○ 茨城県(注１）における犬猫の殺処分頭数の推移 

 環境省の殺処分分類 
殺処分頭数 

Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 

犬 

① 譲渡することが適切でない(注２） (注３） 155   75  2  0 

② ①以外の殺処分   18 0 0 0 

③ 収容中の死亡  62 69 38 37 

合 計 338 235 144 40 37 

全国ワースト順位 7 位 10 位 13 位 26 位 集計中 

猫 

① 譲渡することが適切でない   11 75 21 (注４）1 

② ①以外の殺処分  0 0 0 0 

③ 収容中の死亡  200 349 337 200 

合 計 375 211 424 358 201 

全国ワースト順位 32 位 41 位 28 位 26 位 集計中 
(注１）茨城県：県動物指導センター及び水戸市動物愛護センター 
(注２）「譲渡候補犬の選定に関するガイドライン（令和元年茨城県制定）」を踏まえ、不治の病気や攻

撃性がある等の理由により譲渡することが適切でないと判断。 
(注３）区分していない。 

(注４）Ｒ３猫については、水戸市動物愛護センターでの重度の負傷による安楽死１頭。 

 

２ 「茨城県犬猫殺処分ゼロを目指す条例」に基づく施策の展開 

「茨城県犬猫殺処分ゼロを目指す条例」（平成 28 年 12 月制定）の趣旨に基づき、関

係団体及び市町村等と連携を深めながら、さらなる施策展開を図り、殺処分ゼロを維持

継続していく。 

(1) 犬猫殺処分ゼロを目指す環境整備事業 

県民意識の醸成、地域猫活動への支援、適正飼養指導員の設置 等 

(2) 譲渡犬猫サポート事業 

譲渡する犬猫の飼養管理費補助、不妊去勢手術の実施 等 
 
３ 収容頭数や殺処分頭数の減少を図る取組の概要 

「茨城県動物愛護管理推進計画（第４期）」に基づき、犬猫の収容頭数や殺処分頭数

の削減に向けた様々な取組を推進していく。 
(1)殺処分「ゼロ」に向けた取り組み 

動物愛護団体等との連携、収容した犬猫の譲渡推進、猫の適正飼養の推進 等 

(2)動物愛護の普及啓発 

県民への動物愛護意識啓発、適正飼養の普及啓発 等 

(3)動物愛護を担う人づくり 

動物愛護推進員の育成、民間団体の育成と強化、動物取扱業の適正化 等 
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令和４年第２回定例会 

保健福祉医療委員会資料 

 

〔付託案件〕 

○ 報告第４号 地方自治法第 179 条第１項の規定に基づく専決処分について・・２ 

 

〔県出資法人 事業実績・事業計画の概要〕 

  ○ 公益財団法人 茨城県看護教育財団  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

  ○ 公益財団法人 いばらき腎臓財団  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年６月１４日 

保 健 医 療 部 
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提出議案（条例は除く）の概要 

 
保健医療部 保健政策課 

議案の名称 

 
 和解について 

１ 現況・課題 

  必要性・ねらい 

 令和２年１１月に実施した令和３年度県立医療大学学校推薦

型選抜試験において、受験生３名について、合格基準に達してい

たにもかかわらず、採点の誤りにより不合格とし、損害を与えた。 
不合格となったことにより、相手方に本来負担する必要がなか

った費用・慰謝料を賠償する。 
 ※主な賠償内容 
  ○ 本来負担する必要がなかった費用 

・ 他大学の入学検定料 
・ 他大学受験時の交通費 
・ 転居に要した経費 
・ 他大学への入学に要した経費と医療大学の入学に要 

する経費との差額（入学金、授業料等）等 
○ 慰謝料 

 
２ 内  容 

 

（１）和解の相手方 
   受験生３名 
（２）和解の内容 
   令和３年度県立医療大学学校推薦型選抜試験における採

点誤りに伴い生じた損害を賠償する。 
（３）賠償額 
  ① 受験生 A   777,262 円 
  ② 受験生 B 1,891,749 円 
  ③ 受験生 C 2,002,591 円 
     計   4,671,602 円 
   ※相手方が住所・氏名を公表しないことを望んでいる 

ため、匿名とする。 
（４）和解日 
   令和４年３月３０日（専決処分により対応） 
 

＜専決処分の理由＞ 
  ・ 受験生及びその保護者とのやりとり、賠償の考え方の整

理等に時間を要し、令和４年第１回定例会への議案の提出

に間に合わなかったこと。 
  ・ 受験生・その保護者との協議（令和４年３月２５日協議

成立）が整ったので、できる限り早期に賠償を行う必要が

あると思料されたこと。 
 

３ 参考事項 
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県出資法人 事業実績・事業計画の概要 

                        所管部局課：保健医療部医療局医療人材課  
 

１ 出資法人の概要 

 

① 法人の名称  公益財団法人 茨城県看護教育財団 

② 所 在 地   結城市大字結城１２１１番地７ 

③ 設立年月日 
平成３年６月１１日 
（平成２５年４月１日（公益財団法人に移行）） 

④ 代 表 者 名  理事長 結城市長 小林 栄 

⑤ 基 本 財 産  １，０００，０００千円 

⑥ 設 立 根 拠 
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益財団法人及び公益財団法人 

の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第４４条 

⑦ 設 立 目 的 

・経 緯 

地域医療のために必要な看護職員の養成確保と資質の向上を図り、もって

公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。 

⑧ 組 織 

役職員数 理事 9人 監事 2人 評議員 9人 
常勤職員 14 人 嘱託 2人 

臨時職員 2人 

組織機構（課所単位まで） 

茨城県看護教育財団 ― 評議員 ― 理事・監事 ― 事務局員 

     茨城県結城看護専門学校 ― 校長 ― 教頭 ―教務主任― 教員・事務職員 

 

⑨ 出資状況 

 

 

（上位５団体、出資者名、金額、割合） 

茨城県         ：750,000 千円(75%) 

結城市         ：230,000 千円(23%) 

筑西広域市町村圏事務組合： 20,000 千円( 2%) 

⑩ 資 産 状 況 
(令和４年３月末現在) 

 

 

                           （単位：千円） 

 金   額 摘    要 

流 動 資 産 

固 定 資 産 

８３，３５５ 

１，４３７，９２０ 
 

資 産 合 計 １，５２１，２７５  

流 動 負 債 

固 定 負 債 

８，１６６ 

０ 
 

負 債 合 計 ８，１６６  

正 味 財 産 １，５１３，１０９  
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２ 令和３年度事業実績 

①事業内容 

  ア 看護師の養成（茨城県結城看護専門学校の運営） 

１年生４１名、２年生４２名、３年生４２名（総計１２５名）に対し看護理論、看護技

術等の専門教育を実施した。 

        令和４年３月に４２名（第２７回生）が卒業し４１名が就職した(うち県内就職者３８

名、うち県西地域３４名)。 

  イ 看護職員の研修 

    令和３年１１月２０日（土）に、「地域に必要な看護職員を地域で育てる」をテーマに

研修会を実施し、県西地域の看護職員及び看護教育関係者計２１１名が参加した。 

  ウ 運営改善アクションプランの実施 

入学者４０名の維持、卒業生の県内就業率８０％維持等の数値目標を達成した。また、 

県・地元自治体・関係医療機関等により構成する運営委員会を開催し、財団運営に係る課 

題等について検討するとともに、令和４年度以降のアクションプランを策定した。 

 ②収支状況                                             (単位：千円) 

 金  額 摘    要 

基 本 財 産 運 用 益 

受 取 補 助 金 等 

事 業 収 益 

そ の 他 の 収 入 

１０，４３０ 

３８，６７６ 

６３，４０７ 

８４５ 

 

経 常 収 益 計 ① １１３，３５８  

事 業 費 

管 理 費 

１１９，０５４ 

１，４１２ 
 

経 常 費 用 計 ② １２０，４６６  

当 期 経 常 増 減 額 ③ 

（①－②） 
△７，１０８  

経 常 外 収 益 計 ④ ０  

経 常 外 費 用 計 ⑤ ０  

当 期 経 常 外 増 減 額 ⑥ 

（④－⑤） 
０  

法 人 税 等 ⑦ ０  

当期一般正味財産増減額 

（ 当 期 利 益 ） ⑧ 

（③＋⑥－⑦） 

△７，１０８  

正味財産 期 首 残 高 ⑨ １，５２７，６２２  

当期指定正味財産増減額

⑩ 
△７，４０５  

正味財産 期 末 残 高 ⑪ 

（⑧＋⑨＋⑩） 
１，５１３，１０９  

 ③補助金等の受入状況                          (単位：千円) 

 金  額 摘    要 

出 資 金 ０  

補 助 金 ３１，２７１ 看護師養成所運営費補助金等 

委 託 金 ０  

貸 付 金 ０  

損 失 補 償 限 度 額 

年 度 末 残 高 
０  
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３ 令和４年度事業計画 

①事業内容 

  ア 看護師の養成（茨城県結城看護専門学校の運営） 

県内及び県西地域の看護師確保を図るため、看護師の養成事業を実施する。 

    イ 看護職員の研修 

就業看護職員の資質の向上を図るため、看護職員及び看護教育関係者等に対し研修を

実施する。 

    ウ 運営改善アクションプランの実施 

財団運営の自立化・安定化を図るため、運営改善アクションプラン（令和４年度から

令和８年度）に基づく目標達成に向けた取組を実施する。 
②収支計画                              (単位：千円) 

 金  額 摘    要 

基 本 財 産 運 用 益 

受 取 補 助 金 等 

事 業 収 益 

そ の 他 の 収 入 

１０，４３０ 

３３，３５０ 

７５，２５２ 

７４６ 

 

経 常 収 益 計 ① １１９，７７８  

事 業 費 

管 理 費 

１３７，６３５ 

１，８０４ 
 

経 常 費 用 計 ② １３９，４３９  

当 期 経 常 増 減 額 ③ 

（①－②） 
△１９，６６１  

経 常 外 収 益 計 ④ ０  

経 常 外 費 用 計 ⑤ ０  

当 期 経 常 外 増 減 額 ⑥ 

（④－⑤） 
０  

法 人 税 等 ⑦ ０  

当期一般正味財産増減額 

（ 当 期 利 益 ） ⑧ 

（③＋⑥－⑦） 

△１９，６６１  

正 味 財 産 期 首 残 高 ⑨ １，４４３，４９０  

当期指定正味財産増減額

⑩ 
△１４，４６５  

正 味 財 産 期 末 残 高 ⑪ 

（⑧＋⑨＋⑩） 
１，４０９，３６４  

 ③補助金等の受入予定                          (単位：千円) 

 金  額 摘    要 

出 資 金 ０  

補 助 金 １８，８８５ 看護師養成所運営費補助金 

委 託 金 ０  

貸 付 金 ０  

損 失 補 償 限 度 額 

年 度 末 残 高 
０  
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県出資法人 事業実績・事業計画の概要 

 

所管部局課：保健医療部 医療局 薬務課  
                          

１ 出資法人の概要 

 

① 法人の名称  公益財団法人いばらき腎臓財団 

② 所 在 地  つくば市天久保２丁目１番地１ 筑波大学附属病院内 

③ 設立年月日  平成元年１２月１４日 

④ 代 表 者 名  理事長 山縣 邦弘 

⑤ 基 本 財 産  ４１７，８２５千円 

⑥ 設 立 根 拠 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律第 44 条 

⑦ 設 立 目 的 

・経 緯 

臓器移植を普及促進するとともに、慢性腎臓病予防の総合的な対策を図

り、もって県民の健康、福祉の向上に寄与すること。 

⑧ 組 織 

役職員数 理事 10 人 監事 ２人 常勤職員 １人 臨時職員 ３人 

組織機構 

 評議員会（評議員 7名） 

 理事会（理事 10 名） 

・理事長（１名）─副理事長（１名）─理事（８名うち常勤理事１名）

監事（２名）                     －事務局 

⑨ 出資状況 

茨城県（民間出資分 181,288 千円を含む。） 281,288 千円 67.3％ 

市町村                 100,000 千円 23.9％ 

茨城県腎臓病患者連絡協議会        10,000 千円  2.4％ 

その他                     26,537 千円  6.4％ 

⑩ 資 産 状 況 
(令和 4 年 3 月末現在) 

 

 

                           （単位：千円） 

区 分 金  額 摘   要 

流 動 資 産 

固 定 資 産 

８，０２２  

４１９，３１０  
 

資 産 合 計  ４２７，３３２   

流 動 負 債 

固 定 負 債 

２９８  

１，２９６  
 

負 債 合 計 １，５９４   

正 味 財 産 ４２５，７３８   
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２ 令和３年度事業実績 

① 事業内容 

ア 臓器移植の推進に関する事業 

(ア)臓器移植普及啓発事業 

・いのちの学習会を受講した児童生徒を介し、その保護者約 2,600 人に資料を配布。 

(イ)臓器提供者家族への支援 

 ・臨床心理士等を対象としたドナー家族支援員研修会を実施。 

(ウ)臓器移植の推進 

 ・茨城県と連携した臓器提供施設等担当者研修会の実施。 

 (エ)いのちの学習会の実施 

 ・県内高等学校等へ講師派遣またはオンライン方式により、いのちの大切さや臓器移

植について、児童・生徒等 2,597 人に伝えた。 

（実施校等） 

区 分 実施個所 受講者数 

小学校 神栖市立柳川小学校ほか６ 742 人 

中学校 那珂市立第二中学校ほか５ 564 人 

中等教育学校 古河中等教育学校ほか２ 167 人 

高等学校 日立第一高等学校ほか８ 1,124 人 

(オ)組織適合検査費用の助成 

 ・筑波大学附属病院等３病院 30名へ組織適合検査費用を助成（＠15,000 円/人） 

  イ 慢性腎臓病予防に関する事業 

(ア) 慢性腎臓病予防の推進 

 ・企業、団体における慢性腎臓病予防の出前講座はコロナ禍のため中止。 

(イ) 各地域健康イベントの後援、協賛 

・コロナ禍のためイベントの後援はなし。つくば市健康マイレージ事業へ協賛。 

(ウ) 研究助成と褒賞 

・茨城人工透析談話会の学術発表において優れた５件に褒賞（理事長賞）授与。  

  ウ その他 

(ア) 広報紙の発行 

・2021 年 10 月「臓器提供・移植特集号」10,000 部 

・2022 年 3 月「腎移植特集号」5,000 部 

(イ) 検尿手帳の作成（520 部） 

(ウ) スマートフォン対応ホームページの作成 
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②  収支状況 
                                      (単位：千円) 

区  分 金  額 摘    要 

基 本 財 産 運 用 益 

会 費 収 入 益 

寄 付 金 収 入 益 

事 業 収 益 

助 成 金 収 入 益 

そ の 他 の 収 入 

４，２８４ 

４，７３０ 

２，９５２ 

０ 

１６０ 

０ 

 

経 常 収 益 計 ①   １２，１２６  

事 業 費 

管 理 費 

８，４５４ 

３，６６４ 
 

経 常 費 用 計 ② １２，１１８  

当 期 経 常 増 減 額 ③ 

（① －②） 
８  

 経 常 外 収 益 計 ④           ０  

経 常 外 費 用 計 ⑤   ０  

当 期 経 常 外 増 減 額 ⑥ 

（④－⑤） 
    ０  

法 人 税 等 ⑦ ０  

当期一般正味財産増減額 

（ 当 期 利 益 ） ⑧ 

（③＋⑥－⑦） 

８  

正 味 財 産 期 首 残 高 ⑨ ４２５，７３０  

当期指定正味財産増減額

⑩ 
        ０  

正 味 財 産 期 末 残 高 ⑪ 

（⑧＋⑨＋⑩） 
４２５，７３８  

 

 ③ 補助金等の受入状況                          (単位：千円) 

区  分 金  額 摘    要 

出 資 金           ０  

補 助 金 １６０ （公社）日本臓器移植ネットワーク 

委 託 金 ０  

貸 付 金                    ０  

損 失 補 償 限 度 額 

年 度 末 残 高 
                   ０  
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３ 令和４年度事業計画 

① 事業内容 

ア 臓器移植の推進に関する事業 

(ア) 臓器移植普及啓発 

・ 青少年等を対象とした普及啓発ツールの作成・配布 

・ 医療従事者を対象とした移植医療普及啓発ツール作成 

・ 子どもを通じ保護者世代への普及啓発とコンテンツの作成・配布 

・ 臓器移植推進月間における医療従事者への普及啓発ツールの配布 

・ ホームページによる移植に関する情報や活動、イベントの発信 

・ 筑波大学や茨城県腎臓病患者連絡協議会と連携したＰＲ 

・ 出前講演会の実施 

    (イ) 臓器移植提供者家族への支援 

    ・要請があるドナー家族への支援員派遣 

    ・臨床心理士等を対象としたドナー家族支援員研修会の開催 

(ウ) 臓器移植推進 

 ・茨城県主催院内コーディネーター研修会共催 

(エ) 茨城県の未来を担う子供たちへのいのちの学習会 

 ・県内小・中・高校への講師派遣 

   (オ) 組織適合検査費用の助成 

   (カ) 献腎遺族への香料支給 

   （キ）研究助成 

   （ク）褒賞 

  イ 慢性腎臓病予防に関する事業 

(ア) 慢性腎臓病予防の推進 

・企業及び団体を対象とした慢性腎臓病予防の出前講演会 

 (イ) 各地域健康イベントの後援、協賛及び市民公開講座開催 

   （ウ）研究助成 

   （エ）褒賞 

  ウ その他 

   (ア) 広報紙の発行 
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② 収支計画 
                                                  (単位：千円) 

区  分 金  額 摘    要 

基 本 財 産 運 用 益 

会 費 収 入 益 

寄 付 金 収 入 益 

助 成 金 収 入 益 

募 金 収 入 益 

雑 収 入 益 

４，１５７  

４，７３０  

１，９７０ 

   ５００  

５５０  

０  

 

経 常 収 益 計 ① １１，９０７   

事 業 費 

管 理 費 

８，８０２  

３，７７５  
 

経 常 費 用 計 ② １２，５７７   

当 期 経 常 増 減 額 ③ 

（①－②） 
△６７０   

経 常 外 収 益 計 ④ ０   

経 常 外 費 用 計 ⑤ ０   

当 期 経 常 外 増 減 額 ⑥ 

（④－⑤） 
０   

法 人 税 等 ⑦ ０   

当期一般正味財産増減額 

（ 当 期 利 益 ） ⑧ 

（③＋⑥－⑦） 

△６７０   

正 味 財 産 期 首 残 高 ⑨ ４２５，７０４   

当期指定正味財産増減額

⑩ 
０   

正 味 財 産 期 末 残 高 ⑪ 

（⑧＋⑨＋⑩） 
４２５，０３４  

 

 

 

③ 補助金等の受入予定                          (単位：千円) 

区  分 金  額 摘    要 

出 資 金 ０  

補 助 金 ５００ (公社)日本臓器移植ネットワーク 

委 託 金 ０  

貸 付 金 ０  

損 失 補 償 限 度 額 

年 度 末 残 高 
０  
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 保健医療部資料３  

 

令和４年第２回定例会 
 

保健福祉医療委員会資料  

 

県出資団体等改革工程表  

     
 
                        

    １ 公益財団法人 茨城県看護教育財団 ・・・・・・・・・・ ２  

 

    ２ 茨城県立医療大学付属病院特別会計 ・・・・・・・・・・ ６  

 
 

令和４年６月１４日  
 

保 健 医 療 部  
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改革工程表２（年度別実行計画）

改革方針 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
【１　財団のあり方の検討】

【２　学生定員の確保】 　 　 　 　

【３　財政状況の安定、自主財源比率の向上】

【４　看護教員の確保】

[211名参加]

[41名入学/40名定員]

[専任教員２名確保（累計）]

[合格率100%(県平均95.5%)]

[R3年度実績：6,505千円]
<H28年度実績：7,393千円>

[H28年度比12.0%減]

[自主財源比率81.3%]

[合格率100%(県平均94.8%)]

[専任教員２名確保（累計）]

[新型コロナウイルス感染症の
影響により開催なし]

[41名入学/40名定員]

[自主財源比率79.7%]

[R2年度実績：7,213千円]
<H28年度実績：7,393千円>

[H28年度比2.4%減]

保健医療部医療局医療人材課

保健医療部長、医療人材課長、総
務部長、出資団体指導監

〇安定的な収入の確保
　・自主財源比率（（経常収益計－受取補助
金等振替額－（補助金収益計－高等教育の
修学支援新制度授業料減免交付金））/（経
常収益計－受取補助金等振替額））の維持
　・事業の効率化による需用費の縮減

団体(会計)名及
び部局・課名

改革遂行責任者 理事長　小林　栄

〇アクションプランに基づく運営改善

〇アクションプランの評価検証
　と新プランの策定（令和4～8年度）

〇公益的事業の実施

[41名入学/40名定員]

[自主財源比率 80.9%]

[H30年度実績：11,041千円]

〇学生募集活動の強化
　・学校訪問の強化
　・市広報紙の活用強化、ホームページ充実、
　オープンキャンパスの充実等積極的なＰＲ
　・校章の活用、ポスター、パンフレットの改善
　など学校イメージアップの取組
　・インターネットを活用（インドアビュー）した学
　校紹介

公益財団法人
茨城県看護教育財団

[72名参加]

<H28年度実績： 7,393千円>

[専任教員１名確保（累計）］

[H28年度比49.3%増]

[109名参加]

[41名入学/40名定員]

[自主財源比率 80.7%]

[R1年度実績：6,030千円]

[合格率97.1%(県平均93.4%)]

〇専任教員の確保
　・きめの細かい教育の実現

〇資質の高い看護師の養成
　・看護師国家試験合格率（新卒者）

<H28年度実績：7,393千円>
[H28年度比18.4%減]

[専任教員２名確保（累計）]

[合格率97.4%(県平均92.7%)]

アクションプラン(5カ年計画)の実施(H29～R3年度)

地域看護職員向けの研修の実施（70名以上の参加）

アクションプランに基づく入学定員の安定的確保策強化（H29～R3年度）

自主財源比率75％を維持

需用費の抑制（平成28年度実績以下）

当該年度の県平均以上を維持

・現行アクションプランの評価

・新アクションプランの策定

財団採用の専任教員１名以上の確保と維持
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改革方針 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
【５　施設設備の老朽化対策】

【６　進行管理の公表】

　※注                    は対応時期(◆)が明確な事項を表示 は改革期間及び推進事項を表示 ［　　　］は目標達成状況を表示

[給湯設備改修工事]
[学生ホール空調整備工事]

[学生ホール遮光工事]
[多目的室空調整備工事]

[R3.6月　県議会報告]
[R3.6月　ホームページ公表]

[図書室改修工事]
[給湯設備改修工事]

[R2.6月　県議会報告]
[R2.6月　ホームページ公表]

[校内通信環境整備工事]
[学生ホール空調設備工事]

[H30.6月　ホームページ公表]

　
　県議会への報告とホームページによる
公表

　
　施設設備の適切な管理と計画的な修繕
の実施

[高圧受電設備改修工事]

[R1.6月　ホームページ公表]

［衛生設備改修工事］
[防火設備改修工事]

[R1.6月　県議会報告][H30.6月　県議会報告]

施設設備の点検と計画的な修繕

毎年度の進行管理の結果を県議会に報告するとともに、ホームページ等で公表
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改革工程表２（年度別実行計画）

改革方針
【１　財団のあり方の検討】

【２　学生定員の確保】 　 　 　 　

【３　財政状況の安定、自主財源比率の向上】

【４　看護教員の確保】

　 　 　 　 　

令和８年度

〇アクションプランに基づく運営改善

〇アクションプランの評価検証
　と新プランの策定

〇公益的事業の実施

〇学生募集活動の強化
　・学校訪問の強化
　・市広報紙の活用強化、ホームページ充実、
　 オープンキャンパスの充実等積極的なＰＲ
　・校章の活用、ポスター、パンフレットの改善
　 など学校イメージアップの取組
　・インターネットを活用した学校紹介

〇専任教員の確保
　・きめの細かい教育の実現

〇質の高い看護師の養成
　・看護師国家試験合格率（新卒者）

令和６年度 令和７年度

公益財団法人
茨城県看護教育財団

理事長　小林　栄

保健医療部医療局医療人材課

保健医療部長、医療人材課長、総
務部長、出資団体指導監

〇安定的な収入の確保
　・自主財源比率（（経常収益計－受取補
助金等振替額－（補助金収益計－高等教
育の修学支援新制度授業料減免交付
金））/（経常収益計－受取補助金等振替
額））の維持
　・事業の効率化による需用費の縮減

団体(会計)名及
び部局・課名

改革遂行責任者

令和４年度 令和５年度

アクションプラン(５カ年計画)の実施(R4～8年度)

地域看護職員向けの研修の実施（70名以上の参加）

アクションプランに基づく入学定員の安定的確保策強化（R4～8年度）

自主財源比率75％を維持

需用費の抑制（令和３年度実績以下）

財団採用の専任教員１名以上の確保と維持

当該年度の県平均以上を維持

・現行アクションプランの評
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改革方針
【５　施設設備の老朽化対策】

【６　進行管理の公表】

　※注                    は対応時期(◆)が明確な事項を表示、 は改革期間及び推進事項を表示

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

　
   施設設備の適切な管理と計画的な
修繕の実施

　県議会への報告とホームページによ
る公表

施設設備の点検と計画的な修繕

毎年度の進行管理の結果を県議会に報告するとともに、ホームページ等で公表
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改革工程表２（年度別実行計画）

　 　 　 　

　【教育機能の充実】 （第３次）アクションプランに基づき計画目標の実現を目指す (仮)第４次アクションプランに基づき計画目標の実現を目指す

　・教育研修体制の充実

　 　 　 　
　【政策的なリハビリテーション医療の推進】 （第３次）アクションプランに基づき計画目標の実現を目指す (仮)第４次アクションプランに基づき計画目標の実現を目指す

　・患者１人あたりのリハビリテーション実施単位数の向上

　【経営改善の推進】 （第３次）アクションプランに基づき計画目標の実現を目指す (仮)第４次アクションプランに基づき計画目標の実現を目指す
　・病床稼働率の向上

※ ※ ※[ ]は目標達成状況、【 】修正後の目標を表示は改革期間及び推進事項の修正

[75.7％]

は改革期間及び推進事項を表示

[４人]

[80.3％]

地域医療連携の充実強化を図り、急性
期病院及び地域の医療機関等からの
患者の確保に努める。

教育研修体制の充実によりリハビリ
テーション専門医を養成するため専攻
医（旧後期研修医）の受入れを拡大し、
あわせて患者数の確保による経営改
善を推進する。

【１　付属病院の基本的方向の検討】

○大学と病院一体として効率的・効果的に
運営していくとともに、アクションプランに基
づく経営改善を推進しながら、収入を確保
し、経費節減に努め、収支の改善を図り繰
入金を縮減していく。

令和２年度

【２　アクションプランの推進】

３６５日リハビリテーションの維持向上
により、リハビリテーション医療の充実
を図る。

[回復期病棟（3A）6.90単位]

[障害者等病棟（2A）5.03単位]

令和４年度改革方針

[４人]

[回復期病棟（3A）7.17単位]

[障害者等病棟（2A）5.14単位]

保健医療部保健政策課

保健医療部長・保健政策課長
総務部長・財政課長

令和６年度

医療大学付属病院特別会計

○大学の付属施設としての機能強化及び
県内リハビリテーション医療の中核的機能
の充実を図る。

令和３年度 令和５年度

団体(会計)名及
び部局・課名

改革遂行責任者

(仮)第４次アクションプラン(R5～R6）の推進・進行管理

繰入金の縮減

第３次アクションプラン（H31～R４）の推進・進行管理

目標：病床稼働率（全体）８５．５％

急性期病院との「脳卒中地域連携パス」の運用、急性期病院への空床情報の提供、急性期病院及び地域の医療機関との意見交換

目標：回復期病棟における患者１人あたり実施単位数７単位
障害者等病棟における患者1人あたり実施単位数４．９単位
リハ実施単位数の向上（３６５リハによるリハ医療の向上）

目標：専攻医の受入れ拡大（令和４年度までに５人）

（目標）３人 （目標）４人

第二期医療大改革プラン（H29～R8)の推進

（目標）教育研修体制の更なる充実

（目標）病床稼働率の向上

（目標）リハ実施単位数の更なる向上

第3次プランの検証と第4次プランの策定
（ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ）

法人化に向けた検討

（目標）【５人】
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 保健医療部資料４-１  

 

令和３年度包括外部監査結果報告への対応【抜粋】 

 

 

 

テーマ：債権(県税に係るものを除く)の管理に関する財務事務の執行について 

 

 

 

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ４ 日 

保 健 医 療 部 
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【様式２】 
 令和３年度包括外部監査結果報告（意見）への対応 
 監査のテーマ 

債権（県税に係るものを除く。）の管理に関する財務事務の執行について 

担当部・課 

保健医療部保健政策課 

１ 意見の概要 
   外部監査人作成の監査結果 
   報告書の概要 

２ 短期・ 
 中長期の 
 区分 

３ 意見についての整理検討内容 
   〇意見に係る事実関係等 
   〇問題点の整理等 

４ 意見への対応 

Ⅳ 監査の結果（個別） 
 第３ 保健福祉部 
  １ 厚生総務課 
  ２－１－１ 交通事故損害賠償金 
【意 見】 
 地方自治法施行令第 171 条の６(履行

延期の特約等)は、厳格な手続が必要な

ことを鑑みると生活保護受給者の確認

について債務者本人による証明書の交

付申請を適時求めるべきであり、書面に

よる対応が望ましい。 

 
 
 
 

短期 

 
 
 
 
〇意見に係る事実関係等 
地方自治法施行令第 171 条の 6(履行延期の特約

等)適用の際に、債務者本人が生活保護受給者である

ことについて、相手方との面談及び電話聞き取りで

確認していた。 
 
〇問題点の整理等 
債務者本人から、生活保護受給者であることの証

明書をもらうことにより、さらなる適正化を図る必

要がある。 

 
 
 
 
生活保護受給者であることの確認について

は、債務者本人から証明書の提出を求めるこ

ととした。 

 

-2-



【様式１】 
 令和３年度包括外部監査結果報告（指摘）への対応 

 監査のテーマ 

債権（県税に係るものを除く。）の管理に関する財務事務の執行について 

担当部・課 

保健医療部医療局医療人

材課 
１ 指摘の概要 
   外部監査人作成の監査結果 
   報告書の概要 

２ 短期・ 
 中長期の 
 区分 

３ 指摘についての整理検討内容 
   〇指摘に係る事実関係等 
   〇問題点の整理等 

４ 指摘に基づく措置等 

Ⅳ 監査の結果（個別） 
 第３ 保健福祉部 
  ４ 医療人材課 
  ２－４－１看護師等修学資金 
【指摘】 
県の有する債権は県の財産であるか

ら、漫然と時効期間を徒過することは許

されない。したがって、文書による催告

等で効果がなければ、時効中断のために

も速やかに法的措置の検討をすべきで

ある。 
 
 
 
 
【指摘】 
連帯保証人は、主債務者に催告をしな

かったとしても、また、主債務者に支払

能力があったとしても、請求を拒めない

立場にあるから（民法第 452 条乃至第

454 条）、少なくとも、主債務者の支払

いが滞った際には、連帯保証人への請求

を早急に検討すべきである。 

 
 
 
 

短期 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
短期 

 
 
 
 
〇指摘に係る事実関係等 
過去の古い債権の中には、債権回収業者に債権回

収の委託を行い、電話や文書による催告を行ってい

たが、法的措置がなされていないケースが存在し

た。 
 
〇問題点の整理等 
委託業者による電話や文書による催告による回

収に固執し、法的措置が適切に行われなかった。 
 
 
〇指摘に係る事実関係等 
過去の古い債権の中には、連帯保証人への接触が

ほとんどないか、長期間連帯保証人への催告が行わ

れていないケースが存在した。 
 
〇問題点の整理等 
 連帯保証人に対する請求が適切に行われていな

かった。 

 
 
 
 

現在のところ時効が迫っている債権はない

が、必要に応じて速やかに法的措置の検討を

行うこととした。 
 
 
 
 
 
 
 
 

債権管理マニュアルに基づき、納期限を経

過しても納入されない債権は、督促状による

督促を行い、それでも納入されない場合は書

面による催告を行うこととしている。 
また、債務者本人が応じないときは連帯保

証人あてに催告を行うこととしており、主債

務者の支払いが滞った際の連帯保証人への請

求は行っている。 
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【様式１】 
 令和３年度包括外部監査結果報告（指摘）への対応 

 監査のテーマ 

債権（県税に係るものを除く。）の管理に関する財務事務の執行について 

担当部・課 

県立医療大学付属病院 

（保健医療部保健政策課） 
１ 指摘の概要 
   外部監査人作成の監査結果 
   報告書の概要 

２ 短期・ 
 中長期の 
 区分 

３ 指摘についての整理検討内容 
   〇指摘に係る事実関係等 
   〇問題点の整理等 

４ 指摘に基づく措置等 

Ⅳ 監査の結果（個別） 
 第３ 保健福祉部 
  ６ 県立医療大学付属病院 
  ２－５－１ 入院使用料等 
【指摘】 
徴収停止や履行期限の延長その他の

特別な事情がある場合を除き、高額かつ

不誠実な債務者に対しては、時効期間経

過前に法的措置を実施すべきである。 
 
 
 
 
 
【指摘】 
連帯保証人を設定している場合には、

債務者への催告と同時に連帯保証人に

対する請求を行うべきである。 
 

 
 
 
 

短期 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

短期 

 
 
 
 
〇指摘に係る事実関係等 
高額かつ不誠実な債務者にもかかわらず、時効経 

過前に法的措置をとることなく時効を経過したも

のである。 
 
〇問題点の整理等 
高額かつ不誠実な債務者に対しては、時効期間経 

過前に法的措置を実施するべきであった。 
 
 
〇指摘に係る事実関係等 
令和 3 年度末時点で債権回収業務委託を行わず直 

接管理している 7 名分の未収債権のうち 4 名につい

ては、主債務者死亡後に連帯保証人に請求したもの

である。 
 
〇問題点の整理等 
滞納に伴う催告については、主債務者と同時に連

帯保証人に対して請求するべきであった。 
 
 

 
 
 
 

特に高額かつ不誠実な債務者については、

時効経過前に法的措置等を実施することとし

た。 
 
 
 
 
 
 
 

連帯保証人を設定している場合には、債務

者への催告と同時に連帯保証人に対しても請

求を行うこととした。 
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保健医療部

指摘 意見 短期 中長期

12 13 25 0

Ⅳ　監査の結果（個別）

第３　保健福祉部
１　厚生総務課
2-1-1　交通事故損害賠償金

1

【意　見】
地方自治法施行令第171条の６(履行延期の特約等)は、厳格な手続が必

要なことを鑑みると生活保護受給者の確認について債務者本人による証明
書の交付申請を適時求めるべきであり、書面による対応が望ましい。

○ ○

　生活保護受給者であることの確認については、債務者本人から証明書の
提出を求めることとした。

保健政策課 88

４　医療人材課

2-4-1　看護師等修学資金

2

【意　見】
　現在の条例では、修学資金返還事由発生届の提出及び返還協議に期限が
設けられていないため、結果として返還開始までに長期間を要することと
なっている現状に鑑み、返還事由が発生した場合の発生届の提出及び協議
に期限を設定し、期限内に提出及び協議が整わない場合については、強制
的に返還方法を指定し、返還開始できるようにするべきである。

○ ○

　返還事由発生届の提出及び返還協議を求める際は期限を設定するととも
に、期限内に返還事由発生届の提出がなく、あるいは協議が整わないとき
は当課の判断により返還方法を指定し返還開始できるようにすることとし
た。 医療人材課 152

3

【意　見】
　貸与を受けた者に定期的に接触を行い、従事意思等を確認し、債権の確
認に努めるべきである。修学資金返還債務履行猶予申請書の提出期限も設
定し、その提出がない場合には修学資金の返還を求めるべきである。

○ ○

　貸与を受けた者に対し、年度ごとに業務従事状況を確認する書類の提出
を徹底させるとともに、書類の提出を怠る者については、職場への聞き取
りや連帯保証人に対し提出の依頼を行うなどして提出を促している。
　また、返還債務履行猶予申請書について提出期限を設定するとともに、
期限内に提出がないときは当課の判断で返還方法を指定し返還を求めるこ
ととした。

医療人材課 152

4

【意　見】
　当初の返還計画書の期限内に返済した者との公平性の観点から、延滞利
息は適切に徴収すべきである。返済中の債務者に対しても現時点での延滞
利息の金額を示すべきである。

○ ○

　令和４年度以降は、延滞金について債務者へ通知することにより認識を
促すこととした。また、発生した延滞金の調定・徴収を徹底していくとと
もに、過去に発生した延滞金についても、徴収するべき債権の整理を行
い、債権の保全に努めていく。

医療人材課 153

5

【意　見】
　債権管理を徹底し、担当者が変わっても状況が把握できるようにしてお
くことが必要である。

○ ○

　令和３年度より稼働が始まった未収債権管理システムを活用するととも
に、債権回収状況や債権者とのやり取りについて、確実に引き継ぎを行う
こととした。

医療人材課 154

6

【指　摘】
　県の有する債権は県の財産であるから、漫然と時効期間を徒過すること
は許されない。したがって、文書による催告等で効果がなければ、時効中
断のためにも速やかに法的措置の検討をすべきである。

○ ○

　現在のところ時効が迫っている債権はないが、必要に応じて速やかに法
的措置の検討を行うこととした。

医療人材課 155

7

【指　摘】
　連帯保証人は、主債務者に催告をしなかったとしても、また、主債務者
に支払能力があったとしても、請求を拒めない立場にあるから（民法第
452条乃至第454条）、少なくとも、主債務者の支払いが滞った際には、連
帯保証人への請求を早急に検討すべきである。

○ ○

　債権管理マニュアルに基づき、納期限を経過しても納入されない債権
は、督促状による督促を行い、それでも納入されない場合は書面による催
告を行うこととしている。
　また、債務者本人が応じないときは連帯保証人あてに催告を行うことと
しており、主債務者の支払いが滞った際の連帯保証人への請求は行ってい
る。

医療人材課 155

令和３年度包括外部監査結果等への対応について（総括表）

指摘・意見の内容

監査結果 対応措置等

指摘・意見に基づく措置等 担当課所
報告書
の

ページ
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保健医療部

指摘 意見 短期 中長期

12 13 25 0

令和３年度包括外部監査結果等への対応について（総括表）

指摘・意見の内容

監査結果 対応措置等

指摘・意見に基づく措置等 担当課所
報告書
の

ページ

2-4-2　医師修学資金貸付金

8

【意　見】
　償還期間が長期になるため、確実な履行に留意し、債権の保全に留意す
べきである。履行延期申請書及び履行延期承認通知書には、履行期限の繰
上げに対する記載がないが、自主的な履行延期の繰上げも定期的に打診す
べきである。

○ ○

　未収債権管理システムを活用し履行を監視するとともに、履行延期の繰
り上げについても、定期的に促していくこととした。

医療人材課 161

9

【意　見】
　実質的には延滞債権としての性格を有する債権であることにかわりはな
いことから、債権回収、保全には十分に留意されたい。また、他にも同様
な債権が正常債権に含まれることから、同様に注意されたい。

○ ○

　法令の規定に基づき履行期限の延期を承認したものであるが、延滞債権
としての性格を有する債権であることを鑑み、返還計画を確実に履行さ
せ、債権回収、保全に留意することとした。 医療人材課 161

６　県立医療大学付属病院

2-5-1　入院使用料等

10

【指　摘】
　滞納整理事項は未収金に関する経緯についての情報源となる。現在は、
医事システムを中心にシステム内で電子的に記録をする等、折衝状況の記
載の徹底が図られており、関係書類の保管についての管理体制も構築され
ているが、担当者を変更した場合や債務者から問い合わせ確認がある場合
等も考慮して、適時に情報を更新した上で折衝状況の記載徹底が必要であ
る。

○ ○

　新たに未収債権が発生した場合には、適時に情報を更新し、折衝状況の
記載を徹底することとした。

医療大学付属病院
（保健政策課）

230

11

【意　見】
　未収債権額回収について、回収率向上のために支払い手段の多様化を検
討すべきである。 近年のデジタル化への環境変化に対する対策は必要で
あり、積極的で具体的な取組に向けての体制を構築すべきである。

○ ○

　当院患者への普及状況や要望、費用対効果を踏まえながら新たなデジタ
ル決済方法についても対応することとした。 医療大学付属病院

（保健政策課）
231

12

【指　摘】
　未収債権については一般的に回収期間が長くなれば徐々に回収率等が低
下するため、滞納時の初動は極めて重要である。当初債権発生時期が古い
債権について、最初の督促等は時効の起算点等、時効中断についての判断
に関わるという要素もあるため、茨城県立医療大学付属病院診療費等徴収
事務取扱要領等に準じた適正な初動体制の実施が求められる。

○ ○

　新たに未収債権が発生した場合には、診療費等徴収事務取扱要領等に基
づき適正な初動体制を実施することとした。

医療大学付属病院
（保健政策課）

231

13

【意　見】
　債務者が生活困窮等、無資力又はそれに近い状態で、回収の可能性が極
めて低い場合等は、履行延期の特約等を経ての段階的な措置等について客
観的な検討が必要である。

○ ○

　公平性と債権回収の可能性や事務コストなどの個々の事情を踏まえ、客
観的に検討することとした。 医療大学付属病院

（保健政策課）
231
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令和３年度包括外部監査結果等への対応について（総括表）

指摘・意見の内容

監査結果 対応措置等

指摘・意見に基づく措置等 担当課所
報告書
の

ページ

14

【意　見】
　分割納付誓約は、履行延期の特約等と異なり履行期限を延長するもので
はないため、債務者の資力等の状況を客観的に精査して分割納付選択の妥
当性が担保されなければならない。退院後に外来で通院して分納を実施し
ているケースに対して、過去の債権を積極的に放棄することは、外来診療
費の未収の可能性を高めるという懸念があることや診療費を納付している
患者との公平性の観点から適当ではなく、費用対効果等の回収コストを考
慮した効率的で杓子定規な対応を単純に実施すべきではないと思料する
が、履行まで数十年以上必要な分割計画等については慎重な判断が求めら
れる。

○ ○

　1回当たりの分納額、分納期間について、慎重に判断するとともに、弁
護士法人への債権回収委託も検討することとした。

医療大学付属病院
（保健政策課）

232

15

【指　摘】
　茨城県立医療大学付属病院診療費等徴収事務取扱要領によると、督促状
の送付は納期限から20日以内に発行しなければならず、納期限を経過した
債務者に対しては例外なく速やかに督促状の送付を実施する必要がある。

○ ○

　新たに未収債権が発生した場合には、納期限から20日以内に督促状を送
付することとした。

医療大学付属病院
（保健政策課）

232

16

【指　摘】
　主債務者からの履行が見込めない場合は、保証人への請求を実施する必
要がある。保証人の経済的状況や生活環境を考慮する必要はあるが、原則
として保証人や主債務者の諸事情に関わらず、一貫した速やかな請求を実
施すべきである。

○ ○

　未収債権の債務者に対し催告を行う場合には、連帯保証人に対しても速
やかに請求を行うこととした。

医療大学付属病院
（保健政策課）

232

17

【意　見】
　外国人に対する面談や督促状等の文書作成については、患者の国籍等も
多様なため全ての言語に対応することが現実的に困難であり、事務負担の
観点からも容易ではないと思料するが、多様化する社会を見据えた滞納対
策の選択肢のひとつとして、日本語以外の言語での対応について検討する
ことが望ましい。

○ ○

　日本語以外の言語に対応した督促状等の文書について検討することとし
た。

医療大学付属病院
（保健政策課）

233

18

【意　見】
　新型コロナウイルス感染症の影響や費用対効果の検証、債務者の諸事情
等の状況にもよるが、債権管理の方針決定の一環として臨戸訪問の実施が
必要なケースもある。臨戸訪問実施の判断について、より具体的で客観的
な一貫性のある基準等を再検討することが望ましい。

○ ○

　債務者の支払意思や未収債権額等を踏まえた客観的で一貫性のある基準
等の作成を検討することとした。

医療大学付属病院
（保健政策課）

233

19

【意　見】
　債務者と全く連絡がとれないというケースが稀なこともあり、資力等の
経済状況を鑑みるとためらいがあるという背景は理解できるところである
が、消滅時効の完成を防止するという観点から、消滅時効完成が間近な債
権等の管理については安易に消滅時効を完成させないように支払督促制度
等の適用について、妥当性を検証し適切に対処すべきである。

○ ○

　消滅時効完成間近な未収債権については、消滅時効を完成させないた
め、支払督促制度等の適用について適切に対応することとした。

医療大学付属病院
（保健政策課）

234

20

【指　摘】
　法的措置の実施に際しては十分な資力調査を含めた事務コスト等の費用
対効果の検討も必要であるが、支払能力があるが支払意思がない債務者に
対しては、積極的な法的措置の実施が求められる。

○ ○

　支払能力はあるが支払意思がない債務者については、特段の事情がない
限り積極的に法的措置を実施することとした。 医療大学付属病院

（保健政策課）
234
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令和３年度包括外部監査結果等への対応について（総括表）

指摘・意見の内容

監査結果 対応措置等

指摘・意見に基づく措置等 担当課所
報告書
の

ページ

21

【指　摘】
　限られた人員と予算を回収可能性の低い債権の管理に費やすことは浪費
であり、債権管理事務の効率化と自治体財政の健全化のために、時効期間
を経過した債権（私債権）に係る権利の放棄の基準に該当する債権は、早
期に権利放棄すべきであった。

○ ○

　「時効期間を経過した債権（私債権）に係る権利の放棄の基準」に該当
するものについては、適時、適切に債権放棄を実施することとした。

医療大学付属病院
（保健政策課）

236

22

【指　摘】
　滞納（債務不履行）から６カ月以内を目安に、所得状況調査や財産調査
の実施をすべきであった。

○ ○

　新たに未収債権が発生した場合には、法的に可能な範囲の調査を実施す
ることとした。 医療大学付属病院

（保健政策課）
237

23

【指　摘】
　徴収停止や履行期限の延長その他特別の事情がある場合を除き、高額か
つ不誠実な債務者に対しては、時効期間経過前に法的措置等の実施をすべ
きである。

○ ○

　特に高額かつ不誠実な債務者については、時効経過前に法的措置を実施
することとした。 医療大学付属病院

（保健政策課）
238

24

【指　摘】
　令和２年度以降、権利の放棄基準が緩和されたからといって、主たる債
務者の時効期間経過したことだけをもって安易に権利放棄とすることがな
いように、個別事情を勘案し判断すべきである。

○ ○

　新たに時効期間が経過し、債権放棄の対象となる事例が発生した場合に
は、個別事情を総合的に判断し、債権放棄の可否について検討することと
した。

医療大学付属病院
（保健政策課）

239

25

【指　摘】
　連帯保証人を設定している場合には、債務者への催告と同時に連帯保証
人に対する請求を行うべきである。

○ ○

　連帯保証人を設定している場合には、債務者への催告と同時に連帯保証
人に対しても請求を行うこととした。 医療大学付属病院

（保健政策課）
240

12 13 25 0
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